
水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準(平成２８年１０月） 正誤表（平成２９年２月１日以降積算基準日適用）

掲 載 頁 誤 正 摘要

４－１－１ １． 市場単価の調査方法及び決定方法 １． 市場単価の調査方法及び決定方法

１－３ 適用にあたっての主な留意事項 １－３ 適用にあたっての主な留意事項

１）市場単価は、離島においても適用するものとする。材工共（材料と人工を合算した合成単価）の工種については、 １）市場単価は、離島においても適用するものとする。材工共（材料と人工を合算した合成単価）の工種については、

材料の海上運搬費がかかってくる。しかし、市場単価の単位当たり取引でとらえた場合、材料費の占める割合は少 材料の海上運搬費がかかってくる。しかし、市場単価の単位当たり取引でとらえた場合、材料費の占める割合は少

なく取引価格は変わらない結果となったことから、フェリー代等運搬に要する費用は計上しない。 なく取引価格は変わらない結果となったことから、フェリー代等運搬に要する費用は計上しない。

なお、市場単価に材料費が含まれていないものは、材料費及びフェリー代等の海上輸送費を別途計上する。 なお、市場単価に材料費が含まれていないものは、材料費及びフェリー代等の海上輸送費を別途計上する。
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１． 市場単価の調査方法及び決定方法

１－１ 市場単価の調査方法

１）調査対象工事は調査対象期間に契約したすべての漁港漁場・海岸工事とする。

２）施工費の調査

①調査対象者は、当該工事の元請け業者および下請け業者とする。

②元請けについては、下請け業者に外注した契約内容と外注費を調査する。

なお、元請け業者が一部直営で施工した場合には、元請け業者の施工費も併せて調査する。

③下請けについては、下請け業者が直接的に、施工に要した施工費を調査する。

下図に市場単価調査フローを示す。
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１－２ 市場単価の決定方法

１）市場単価は、「１－１ 市場単価の調査方法」で述べた調査方法に従い調査した元請け業者と下請けの施工

業者（専門工事業者）との調査結果より、標準的な施工事例を抽出し、標準市場単価を決定している。

２）標準市場単価を補正する施工規模補正係数についても、調査結果より標準的な施工規模を算定し決定してい

る。

１－３ 適用にあたっての主な留意事項

１）市場単価は、離島においても適用するものとする。材工共（材料と人工を合算した合成単価）の工種については、

材料の海上運搬費がかかってくる。しかし、市場単価の単位当たり取引でとらえた場合、材料費の占める割合は少

なく取引価格は変わらない結果となったことから、フェリー代等運搬に要する費用は計上しない。

なお、市場単価に材料費が含まれていないものは、材料費及びフェリー代等の海上輸送費を別途計上する。

２）特異な施工場所または特殊な条件下において、市場単価は適用できない。

３）市場単価は、直接施工に要する直接工事費であり、専門工事業者等に外注する場合の外注経費は含まれない。

４）市場単価には、消費税等相当額（消費税及び地方消費税相当分）は含まれない。

１ー４ 市場単価の公表

１）本積算基準に適用する市場単価は、（財）経済調査会発行の季刊「土木施工単価」および（財）建設物価調

査会発行の季刊「土木コスト情報」に掲載されている価格の平均値を採用する。ただし、一方の資料のみに掲

載されている品目については、掲載されている価格とする。（有効数字４桁目切捨、整数止）

適用号は次によること。また、設計変更等により新工種が生じた場合は起工決定予定日を変更通知日と読替て適

用する。

積算基準日 ６／１～８／末日 ９／１～１１／末日 １２／１～２／末日 ３／１～５／末日

適 用 号 春 号 夏 号 秋 号 冬 号

１－５ 用語の定義

１）「市場単価」とは、標準市場単価に施工規模等の補正係数で補正された単価をいう。

２）「標準市場単価」とは、「土木施工単価」および「土木コスト情報」に掲載されている標準的施工における

調査単価をいう。
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